
船橋市民間保育所等建物改修費等補助金交付要綱 

 

（目的） 

第 1条 この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３５

条第４項の規定により船橋市内に設置する保育所（以下「保育所」という。）及び法第３４

条の１５第２項の規定により船橋市内に設置する小規模保育事業を行う事業所（船橋市家

庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和５年船橋市条例第１２号）

に規定する小規模保育事業Ａ型をいう。以下、「小規模保育事業所」という。）の建物の改

修等に要する費用に対し、予算の範囲内において船橋市民間保育所等建物改修費等補助金

（以下、「補助金」という。）を交付し、保育の受け皿整備に要する経費を補助することに

より待機児童の解消を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。 

（交付の対象） 

第２条 補助金の交付を受ける者は、次に掲げる要件を満たすものとする。 

⑴ 法人格を有すること。 

⑵ 市内において、保育所又は小規模保育事業を経営し、又は経営しようとしていること。 

⑶ 継続して安定的な運営が可能な経済的基盤があると認められること。 

⑷ 船橋市民間認可保育所等設置及び運営事業者選定委員会の評価の報告を受けて、市長

が保育所又は小規模保育事業所の設置運営事業者として内定した者であること。 

 ただし、保育所分園の設置、既存保育所の増築又は幼稚園の運営法人が所有する建物

（既存幼稚園舎を含む）を利用して小規模保育事業所を設置する場合については、この

限りでない。 

（交付の要件） 

第３条 補助金の交付対象となる建物の改修等は、次に掲げる要件を満たすものとする。 

⑴ 次のア～ウのいずれかの要件を満たすこと。 

ア 建物を賃借することにより、新たに保育所、保育所分園（保育所分園の設置運営につ

いて（平成１０年４月９日児発第３０２号厚生省児童家庭局長通知）の別紙「保育所分

園設置運営要綱」に基づき設置されるものをいう。以下同じ。）を設置する計画である

こと。 

イ 建物を賃借すること又は自己の所有する建物を使用することにより、新たに小規模

保育事業所を設置する計画であること。 

ウ 新たに建物を賃借又は増築することにより、市内の既存保育所の定員拡大を図る計

画であること。 

⑵ 建物が所在する地域の需要等に照らし、整備する必要があると市長が認める計画であ

ること。 

⑶ １０年以上継続して保育を実施することを前提とした計画であること。 

⑷ 設備及び運営が、船橋市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（令

和５年船橋市条例第８号）又は船橋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例（令和５年船橋市条例第１２号）並びに市長が別に定める基準に適合す



るものであること。 

（補助対象経費） 

第４条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、建物を改修し保育を実

施する場合に必要な別表１に掲げる経費とする。 

２ 他の補助金等の対象経費（「賃貸による保育所・小規模保育事業所緊急整備事業費補助金

交付要綱」（令和元年９月３０日子第１６４７号千葉県健康福祉部長通知）における補助対

象経費を除く。）と重複するものは、補助の対象としない。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の実支出額と別表２に掲げる補助基

準額とを比較して少ない方の額に、補助率を乗じて得た額とする。 

２ 前項の規定により算出した額に１，０００円未満の端数が生じた場合、これを切り捨て

る。 

（交付の条件） 

第６条 補助金の交付決定には、次の条件を付すものとする。 

⑴ 事業に要する経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を得なければならない。 

⑵ 事業の内容のうち次のものを変更する場合は、市長の承認を得なければならない。 

ア 建物の規模又は構造（施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。） 

  イ 建物等の用途 

   ウ 利用定員 

⑶ 事業の一部又は全部を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を得なければならな

い。 

⑷ 事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難になった場合は、速やかに

市長に報告するとともに、市長の指示に従うものとする。 

⑸ 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、

又は効用の増加した価格が単価３０万円以上の機械、器具及びその他の財産については、

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。

以下「適化法施行令」という。）第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に

定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反し

て使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。 

⑹ 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全

部又は一部を市に納付させることがある。 

⑺ 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、

善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければなら

ない。 

⑻ 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠

書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を本補助金の額の確定の日（事業の中止又

は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保

管しておかなければならない。 



  ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価３０万円以上の機械、器

具及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了す

る日、又は適化法施行令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める

期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

⑼ 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を

受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。 

⑽ 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契

約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。 

⑾ 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約

手続きの取扱いに準拠しなければならない。 

２ 前項に規定した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を取り消すことが

できるものとする。 

（交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、船橋市民間保育所

等建物改修費等補助金交付申請書（第１号様式）により、市長に申請しなければならない。 

２ 申請者は、前項の規定により申請するにあたって、補助対象経費の額は原則、税抜額で

申請しなければばらない。ただし、次の各号いずれかに該当するときは、税込額での申請も

可とする。 

⑴ 免税事業者、簡易課税事業者などの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控

除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和

63 年法律第 108 号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及

び当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定による地方消費税の税率を乗じ

て得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。）の返還が発生しない事業者。 

⑵ 申告方式が個別対応方式等により全額控除とならない事業者。 

３ 申請者は、前項第２号により申請するにあたって、当該補助金に係る消費税仕入控除税

額を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕

入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。 

（交付可否の決定等） 

第８条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否

を決定し、その旨を船橋市民間保育所等建物改修費等補助金交付可否決定通知書（第２号様

式）により、当該申請をした者に通知する。 

２ 市長は、前条第２項第２号の規定による交付の申請がなされたものについては、補助金

の額の確定において当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額する旨の条件を付して、

交付の決定を行うものとする。 

 （暴力団等の排除） 

第９条 前条第１項の規定にかかわらず、市長は、申請者が船橋市暴力団排除条例（平成２

４年船橋市条例第１８号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第３号に規定する暴力団員

等又は同条例第７条第１項に規定する暴力団密接関係者（以下「暴力団等」という。）であ



る場合は、補助金等の交付決定をしないことができる。 

（変更等の承認申請） 

第１０条 第８条の規定による交付する旨の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」とい

う。)は、補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)の計画の変更(市長が認める軽微な

変更を除く。)をしようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとすると

きは、船橋市民間保育所等建物改修費等補助事業計画変更(中止・廃止)承認申請書（第３

号様式）により、速やかに市長に申請しなければならない。 

（変更等の承認等） 

第１１条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、承認の可

否を決定し、その旨を船橋市民間保育所等建物改修費等補助事業計画変更（中止・廃止）可

否決定通知書（第４号様式）により、当該申請をした者に通知する。 

（実績報告） 

第１２条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して２０日

以内の日又は当該年度の３月３１日のいずれか先に到来する日までに船橋市民間保育所等

建物改修費等補助金実績報告書（第５号様式）により、市長に報告しなければならない。 

２ 第７条第３項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の規定による

実績報告を行うにあたって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当

該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。 

（額の確定等） 

第１３条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、交付すべき

補助金の額を確定し、その旨を船橋市民間保育所等建物改修費等補助金確定通知書（第６号

様式）により、補助事業者に通知する。 

（交付の時期等） 

第１４条 補助金は、前条の規定により確定した額を補助事業が完了した後において交付す

る。 

（交付決定の取消し等） 

第１５条 市長は、補助金を交付する旨の決定を受け、又は補助金の交付を受けた補助事業

者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付する旨の決定を取り消し、又は既

に交付した補助金の全部若しくは一部に相当する額を返還させるものとする。 

⑴ 偽りその他不正の手段により、補助金を交付する旨の決定を受け、又は補助金の交付

を受けたとき。 

⑵ 補助金を他の用途に使用したとき。 

⑶ 正当な理由がなく施設を閉鎖し、又はその用途を変更したとき。 

⑷ 暴力団等であることが判明したとき。 

⑸ この要綱若しくは補助金の交付決定に付した条件に違反したとき又は市長の処分に従

わなかったとき。 

(消費税仕入控除税額の確定に伴う報告) 

第１６条 当該補助金を税込額で申請した補助事業者は、事業完了後に消費税及び地方消費



税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場

合（仕入控除税額が０円の場合を含む。）には、消費税仕入控除税額報告書（第７号様式）

により、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度６月３０日までに速やかに市長

に報告しなければならない。ただし、消費税仕入控除税額を減額して実績報告を行った場

合は、この限りではない。なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一

支社、一支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、

本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申

告内容に基づき報告を行うこと。 

(補助金の返還) 

第１７条 市長は、第１５条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補

助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定め

て、船橋市民間保育所等建物改修費等補助金返還命令書(第８号様式)によりその返還を命

ずるものとする。 

２ 市長は、前条の規定により補助事業者から消費税仕入控除税額報告書（第７号様式）に

おいて仕入控除税額がある旨の報告を受け、補助金返還の必要がある場合には、期限を定め

て、補助金返還命令書（第８号様式）により補助金の返還を命ずるものとする。 

(加算金及び延滞金) 

第１８条 補助事業者は、前条第１項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その

命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を

納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年 10.95 パー

セントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。 

２ 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付し

なかったときは、納期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その未納付額(未納

付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間についてはその納付額を

控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければなら

ない。 

（取得財産等管理明細書の提出等） 

第１９条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、取得財産等管理台帳を備え取得財産

について管理するとともに、市長が別に通知する日までに船橋市民間保育所等建物改修費

等補助金取得財産等管理明細書（第９号様式）により、市長に報告しなければならない。 

 （調査又は報告） 

第２０条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事

業者に対して、補助事業等の遂行に関する状況を調査し、又は報告を徴することができる。 

（その他） 

第２１条 補助金の交付を受けたものは、建物の賃借が終了するときの原状回復費用等につ

いて、資金計画等の策定等、保育所、保育所分園又は小規模保育事業所の運営に支障のない

よう事前に方策を講じておかなければならない。 

（補則）  

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


第２２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成２１年７月９日から施行する。 

２ この要綱は、平成２１年１０月２３日から施行する。 

３ この要綱は、平成２３年３月３１日を限りにその効力を失う。ただし、本事業の精算を

する場合は、平成２３年５月３１日まで、なおその効力を有する。 

４ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

５ この要綱は、平成２４年３月３１日を限りにその効力を失う。ただし、本事業の精算を

する場合は、平成２４年５月３１日まで、なおその効力を有する。 

６ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

７ この要綱は、平成２６年３月３１日を限りにその効力を失う。ただし、本事業の精算を

する場合は、平成２６年５月３１日まで、なおその効力を有する。 

８ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

９ この要綱は、平成２７年４月１３日から施行する。 

１０ この要綱は、平成２７年１０月１日から施行する。 

１１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

１２ この要綱は、平成２８年１２月２２日から施行し、平成２８年４月１日より適用する。 

１３ この要綱は、平成２９年４月１５日から施行する。 

１４ この要綱は、平成３０年１１月１日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。

ただし、改正後の別表１の規定については、平成３１年４月２日以降に開所した保育所等

に適用する。 

１５ この要綱は、令和３年２月１０日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

１６ この要綱は、令和３年３月５日から施行する。 

１７ この要綱は、令和３年１２月１５日から施行する。 

１８ この要綱は、令和４年１１月１１日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

１９ この要綱は、令和５年２月２４日から施行する。 

２０ この要綱は、令和６年１月２２日から施行する。 

２１ この要綱は、令和６年１０月１日から施行する。 

２２ この要綱は、令和７年１月２３日から施行する。 

２３ この要綱は、令和７年１０月１０日から施行する。 

  



別表１（補助対象経費） 

施設整備費 保育所、保育所分園又は小規模保育事業所の設置及び既存保育所

の増築に必要な建物の改修、内装整備に係る経費 

設備整備費 保育に必要な物品（備品台帳等で適切に管理できるものに限り、

消耗品を除く。以下同じ。）で、次のいずれかに掲げるものの購入に

係る経費（定員数に２００，０００円を乗じた額を上限とする。） 

⑴ １万円以上の物品 

⑵ １万円未満の物品で、通常の使用による耐用年数が１０年

（主として金属製のものは１５年）以上のもの 

⑶ その他、子どもの健康や安全、発達や教育のために備えるこ

とが必要と認められる物品 

建物賃借料 開所前の改修等期間（改修等工事に着手した月から開所までの間

をいう。）の建物賃借にかかる経費（共益費、管理費及び礼金を含

む。） 

ただし、次の各号に掲げる場合を除く。 

⑴ 賃借する建物の所有者又は貸主が、設置者（法人である場合

は経営担当役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこ

れらに準ずる者をいう。）を含む）の親族又は寄付者等、設置者

と密接な関係にある場合 

⑵ 賃借する建物の貸主が、建物の所有者と同一でない場合 

次の経費は、補助の対象としない。 

⑴ 設計及び設計監理に要する経費 

⑵ 土地の買収及び整地に要する経費 

⑶ 外構、造成工事に要する経費 

⑷ 既存建物の買収に要する経費 

⑸ 既存施設の破損や老朽化に伴う改修・修繕等に要する経費 

⑹ 職員の宿舎に要する経費 

⑺ 敷金及び保証金 

⑻ その他整備費として適当と認められない経費 

  



別表２（補助基準額） 

ア 保育所新設の場合 

認可定員 補助基準額 補助率 

２０人から５９人 ３３，３７２，０００円 

３／４ 

６０人から６９人 ６７，９８１，０００円 

７０人から７９人 ７２，０００，０００円 

８０人から８９人 ８１，０００，０００円 

９０人から９９人 ９０，０００，０００円 

１００人以上 ９９，０００，０００円 

 

イ 既存保育所を増築する場合（定員拡大） 

増加定員 補助基準額 補助率 

１９人以下 １８，５４０，０００円 
３／４ 

２０人以上 ３３，３７２，０００円 

 

ウ 保育所分園の新設又は定員拡大の場合 

認可（増加）定員 補助基準額 補助率 

１９人以下 １１，１２４，０００円 
３／４ 

２０人以上 １９，７７６，０００円 

 

エ 小規模保育事業所の新設の場合 

認可定員 補助基準額 補助率 

１事業所当たり ２７，１９３，０００円 ３／４ 



第１号様式 

 

船橋市民間保育所等建物改修費等補助金交付申請書 

 

  年  月  日 

 

船橋市長 あて 

 

法人所在地 

施設所在地 

法 人 名 

代表者職氏名 

 

 

船橋市民間保育所等建物改修費等補助金の交付を受けたいので、船橋市民間保育所等建物

改修費等補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

１ 補助対象施設の名称  

２ 施設類型  

３ 補助金交付申請額 金              円 

４ 添付書類 別紙のとおり 

５ 消費税の適用に関する事項（該当するものに☑） 

① 補助金交付額の算定 

□  A．消費税額を補助対象経費に含めないで補助金交付額を算定 

□  B．消費税額を補助対象経費に含めて補助金交付額を算定 

※ 確定申告により仕入税額控除した消費税に係る補助金相当額が確定後、「消費税仕入控除税額報

告書」の提出が必要になります（返還額が０円の場合も含む）。 

 

② ①で B を選択した場合 

 □  免税事業者である 

 □  簡易課税事業者である 

 □  消費税法別表第３に掲げる法人等であって特定収入割合が５％を超える 

 □  申告方式が個別対応方式等により全額控除とならない 

 □  その他（                           ） 



第 1号様式 別紙 

⑴ 事業計画書 

⑵ 申請額算出内訳書 

⑶ 歳入歳出予算書 

⑷ 工事契約書又は請書(見積書)の写し 

⑸ 位置図、配置図、平面図及び立面図 

⑹ 各室ごとの室名及び面積を明らかにした表 

⑺ 当該建物の賃貸借契約書の写し 

⑻ その他市長が必要と認める書類 

  



第２号様式 

 

 

船橋市民間保育所等建物改修費等補助金交付可否決定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

             様 

 

 

船橋市長        印 

 

 

 

   年  月  日付けで申請のあった船橋市民間保育所等建物改修費等補助金の交付

について、下記のとおり決定したので通知します。 

 

記 

 

 

１ 補助対象施設の名称  

 

２ 施設類型  

 

３ 交付する。 

⑴ 交付決定額 金              円 

⑵ 交付の条件 

船橋市民間保育所等建物改修費等補助金交付要綱第６条及び第１６条による。 

 

 
４ 交付しない。 

理由 
 

  



第３号様式 

 

 

船橋市民間保育所等建物改修費等補助事業計画変更(中止・廃止)承認申請書 

 

 

  年  月  日 

 

船橋市長 あて 

 

法人所在地 

施設所在地 

法 人 名 

代表者職氏名 

 

 

   年  月  日付け   第   号で交付決定のあった船橋市民間保育所等建物

改修費等補助事業を 

 

計画変更 

中  止 したいので、下記のとおり関係書類を添えて申請します。 

廃  止 

 

記 

 

１ 補助対象施設の名称                    

 

２ 施設類型                         

 

３ 計画変更、中止又は廃止年月日     年  月  日 

 

４ 計画変更、中止又は廃止の理由 

 

５ 補助事業の内容(計画変更の場合) 

 

（変更前） 

 

 

（変更後） 

 

 

 

  



第４号様式 

 

 

船橋市民間保育所等建物改修費等補助事業計画変更（中止・廃止）可否決定通知書 

 

 

第     号 

年  月  日 

 

             様 

 

 

船橋市長        印 

 

 

 

   年  月  日付けで申請のあった船橋市民間保育所等建物改修費等補助事業の 

計画変更 

中  止 について、下記のとおり決定したので通知します。 

廃  止 

 

 

記 

 

１ 補助対象施設の名称  

 

２ 施設類型  

 

３ 承認する。 

承認内容 

 

 

 

 

 

４ 承認しない。 

理由 

 

 

 

 

 

  



第５号様式 

 

船橋市民間保育所等建物改修費等補助金実績報告書 

 

 

  年  月  日 

 

船橋市長 あて 

 

法人所在地 

施設所在地 

法 人 名 

代表者職氏名 

 

 

   年  月  日付け   第    号で交付決定のあった船橋市民間保育所等建

物改修費等補助金に係る事業実績について、下記の書類を添えて報告します。 

 

 

記 

 

１ 補助対象施設の名称  

２ 施設類型  

３ 補助金交付決定額 金           円 

４ 補助金実績報告額 金           円 

５ 添付資料 別紙のとおり 

６ 消費税の適用に関する事項（該当するものに☑） 

① 交付申請時の補助金交付額の算定 

□ A．消費税額を補助対象経費に含めないで補助金交付額を算定 

□ B．消費税額を補助対象経費に含めて補助金交付額を算定 

 

② ①で B を選択した場合、実績報告額の算定 

 □ 当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額して算定 

 □ 当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでないため減額せず算定（※） 

 

※ 確定申告により仕入税額控除した消費税に係る補助金相当額が確定後、「消費税仕入控除税額報告書」

の提出が必要になります（返還額が０円の場合も含む）。  



 

第５号様式 別紙 

１ 事業実績の報告書 

２ 精算額算出内訳書 

３ 歳入歳出決算書(見込書) 

４ 検査済証の写し 

５ 検収調書の写し 

６ 建物内外主要部分の写真 

７ 補助対象経費の支払いを確認できる書類 

８ その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

  



第６号様式 

 

 

船橋市民間保育所等建物改修費等補助金確定通知書 

 

 

第     号 

年  月  日 

 

             様 

 

 

船橋市長        印 

 

 

 

   年  月  日付けで実績報告のあった補助事業について、補助金の額を確定した

ので、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

１ 補助対象施設の名称  

 

２ 施設類型  

 

３ 交付確定額 金           円 

 

４ 交付決定額 金           円 

 

 



第７号様式 

 

消費税仕入控除税額報告書 

 

年   月   日 

船橋市長 あて 

 

法人所在地 

施設所在地 

法 人 名 

代表者職氏名 

 

 

年  月  日付   第  号により交付決定のあった船橋市民間保育所等建

物改修費等補助金に係る消費税仕入税額控除について、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

１．補助対象施設の名称     

２．施設類型          

３．補助金交付確定額 

金              円 

 

４．確定申告により確定した船橋市民間保育所等建物改修費等補助金に係る消費税及び地方

消費税に係る仕入控除税額（※消費税の申告義務がない場合も０円と記載すること） 

金              円 

※０円の場合はその理由（該当するものに☑） 

□ 消費税の申告義務がない 

□ 簡易課税方式による申告を行っている 

□ 消費税法別表第３に掲げる法人等であって特定収入割合が５％を超える 

□ 補助対象経費を税抜額で算定した場合でも、補助基準額を上回る 

□ その他（返還額算出シートによる計算の結果、返還額が０円だった場合など） 

 

５．添付資料 

・返還額算出シート 

（申告義務がない、簡易課税方式、消費税法別表第３に掲げる法人等であって特定収入割

合が５％を超える事業者は添付不要） 

・別紙 添付書類チェック表及び該当書類のとおり 

  



第７号様式 別紙 

添付書類チェック表 

 

※ 本用紙と合わせて該当する添付書類を提出してください。 

 

申告方式 添付書類 確認欄 

消費税の確定申告の義務がない 〇免税事務所であることを証する書類 

【任意様式】 
□ 

簡易課税方式により申告してい

る場合 
〇消費税確定申告書（簡易課税用）（写） □ 

公益法人（一般社団法人、社会福

祉法人、宗教法人）等で特定収入

割合が５％を超えている場合 

〇消費税確定申告書（写） 

〇消費税確定申告書付表２（計算表）（写） 

〇特定収入割合を確認できる書類【任意様式】 

□ 

課税売上割合が 95％以上かつ課

税売上高が５億円以下の法人等 

〇消費税確定申告書（写） 

〇消費税確定申告書付表２（計算書）（写） 

□ 

課税売上割合が 95％未満または

課税売上高が５億円超の法人等

であって一括比例配分方式によ

り消費税の申告を行っている場

合 

□ 

課税売上割合が 95％未満または

課税売上高が５億円超の法人等

であって、個別対応方式により消

費税の申告を行っている場合 

□ 

 

  



 

第８号様式 

 

 

船橋市民間保育所等建物改修費等補助金返還命令書 

 

 

第     号 

年  月  日 

 

             様 

 

 

船橋市長        印 

 

 

 

 

 船橋市民間保育所等建物改修費等補助金交付要綱第１７条の規定により、次のとおり補助

金の返還を命ずる。 

 

返 還 す べ き 金 額 円   

返 還 期 限 年   月   日まで   

返 還 を 命 ず る 理 由  

返 還 方 法  

補助対象施設の名称  

補 助 年 度    年度   

交 付 決 定 年 月 日 年  月  日   

番 号 第   号 

交 付 決 定 額 円   

確 定 通 知 年 月 日 年  月  日   

番 号 第   号   

交 付 確 定 額 円   

既 交 付 額 円   

 

 

 

 

  



第９号様式 

 

船橋市民間保育所等建物改修費等補助金取得財産等管理明細書 

 

 年  月  日 

船橋市長 あて 

 

法人所在地 

施設所在地 

法 人 名 

代表者職氏名 

 

 年 月 日付け   第 号にて交付決定のあった船橋市民間保育所等建物改修費等補

助金に係る取得財産等について、下記のとおり報告します。 

記 

１ 対象となる取得財産等は、取得価格または効用の増加価格が本交付要綱第６条第１項第

５号に定める財産制限額以上の財産とすること。 

２ 規格欄は、取得財産が特定できる内容（メーカー、品番、寸法等）を記載すること。 

３ 数量は、同一規格等であれば一括して記載、単価が異なる場合は分割して記載すること。 

４ 取得年月日は、検査を行う場合は検収年月日を記載すること。 

５ 上記記載欄が不足する場合は、別紙を添付すること。 

 

補助対象施設の名称   

財産名 規格 数量 

単価 

（税

抜） 

金額 

（税

抜） 

取得 

年月日 

耐用 

年数 

保管 

場所 
備考 

         

         

         

         

         

         

         


